
環境影響評価⽅法書のあらまし



はじめに

名岐道路の整備効果

名岐道路は、 国道 22 号の上に全線⾼架形式での整備を計画している⾃動⾞専⽤道路です。

⼀宮市の市街地にあたる名古屋⾼速⼀宮東出⼝から東海北陸⾃動⾞道⼀宮⽊曽川 IC までの   
延⻑約 7.5 ㎞を、 円滑な都市活動を確保し良好な都市環境を保持するために必要な都市施設   
として都市計画に定めるにあたり、 都市計画決定権者（愛知県）が、 都市計画の⼿続きとあわせ 
て環境影響評価の⼿続きを⾏います。

この 「あらまし」 は、 「環境影響評価において、 どのような項⽬について、 どのような⽅法で調査・予測・       
評価をしていくのか」 という内容を記載した 「環境影響評価⽅法書」 の概要を⽰したものです。



・公告・縦覧は、環境影響評価の
   項⽬及び⼿法について環境保全の
   ⾒地からの意⾒を求めるために
   ⾏います。
・説明会は、⽅法書の記載事項を
   周知するために⾏います。
・県と市のホームページにおいて、
 すべての図書等をご覧いただけます。

・⽅法書について、
 環境保全の⾒地から意⾒がある⼈は、
 意⾒書を提出することができます。

市⻑の意⾒

知事の意⾒

地域住⺠の⽅々の意⾒

⽅法書の作成

公告・縦覧（30⽇間）
  説明会の開催

意⾒の概要の作成

環境影響評価の項⽬・⼿法の決定

配慮書 ⽅法書 準備書 評価書
現在は
この段階
です

事業の位置・規模等の検
討段階において、
環境保全のための配慮事
項について検討を⾏い、
その結果をまとめるもの
です。

どのような項⽬について、
どのような⼿法で
調査・予測・評価を
していくのかという
計画を⽰すものです。

調査・予測・評価・
環境保全措置の検討
の結果を⽰し、
環境の保全に関する
考え⽅をとりまとめ
るものです。

準備書に対する意⾒を
踏まえ、必要に応じて
準備書の内容を⾒直す
ものです。  

環境影響評価（環境アセスメント）とは

環境影響評価に関する図書

環境影響評価の項⽬・⼿法の決定までの流れ

 事業の内容を決めるに当たって、 それが環境にどのような影響を及ぼすかについて、 調査 ・ 予測 ・ 評
価を⾏い、 その結果を公表して地域住⺠の⽅々、 地⽅公共団体などから意⾒を聞き、 それらを踏ま
えて環境の保全の観点からより良い事業計画（都市計画）を作り上げていこうという制度です。



都市計画対象道路事業実施区域　位置図

都市計画対象道路事業の概要（事業特性） 地域の概要（調査区域の地域特性）

都市計画対象道路事業の名称 （仮称）名岐道路（⼀宮〜⼀宮⽊曽川）

都市計画決定権者の名称 愛知県

都
市
計
画
対
象
道
路
事
業
の
内
容

種類 指定都市⾼速道路または⼀般国道の改築

事業実施区域の位置 上記「位置図」に⽰すとおり

規模 延⻑：約7.5km

⾞線の数 4⾞線

設計速度 80km/h

基本的な構造 右図に⽰すとおり

専用部

一般部
（国道２２号）

一般部
（国道２２号）

⾃
然
的
状
況

社
会
的
状
況

事業実施区域及びその周囲（調査区域）の⾃然的状況及び社会的状況について、既存の⽂献等を調査しました。

  ⼤気質（⼆酸化窒素及び浮遊粒⼦状物質）については、 すべての観測局で環境基準を達成しています。
　騒⾳の⾯的評価結果については、 39.7 〜 100％の環境基準達成率となっています。
　振動については、 全ての測定地点において、 要請限度を下回っています。
　周囲では、 環境省や愛知県のレッドリスト等に該当する重要種などが、 動物では 142 種、 植物では 205 種
  確認されています。

周囲の⼟地利⽤現況としては、 建物⽤地が広範囲を占めており、 ⼀部⽥や畑が存在しています。
「環境配慮が特に必要な施設」 としては、 中学校や幼稚園、 福祉施設などが存在しています。

名岐道路（⼀宮〜⼀宮⽊曽川）
の基本的な構造 ( 標準的な断⾯図 )

[ ⾃動⾞専⽤道路：嵩上式 ]
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：都市計画対象道路事業実施区域
（当該事業により⼟地の形状の変更並びに⼯作物の新設及び増設が予想される概ねの範囲であり、
  ⼯事施⼯ヤード及び⼯事⽤道路等の設置が予想される概ねの範囲を含む区域です。）

尾張一宮駅

名鉄一宮駅



環境影響評価の項⽬
 名岐道路（⼀宮〜⼀宮⽊曽川）に係る環境影響評価の項⽬については、 事業特性及び地域特性を
   踏まえて以下の通り選定しました。

注 1） ○: 選定した項⽬
注 2）この表は、 国⼟交通省令、 県条例などに基づき、 作成しています。
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環境要素の区分

⼆酸化窒素
浮遊粒⼦状物質 ○ ○ ○

粉じん等 ○ ○

騒⾳

○ ○ ○

低周波⾳ ○

⽔質(⽔の濁り) ○

⽇照阻害 ○

動物
(重要な種及び注⽬すべき⽣息地) ○ ○

植物
(重要な種及び群落) ○ ○

⽣態系
(地域を特徴づける⽣態系) ○ ○

景観
(主要な眺望点及び景観資源並びに
主要な眺望景観)

○

⼈と⾃然との触れ合いの活動の場
(主要な⼈と⾃然とのふれあいの活動
の場)

○

地域の歴史的⽂化的特性を⽣かした
環境の状況 ○ ○

廃棄物等(建設⼯事に伴う副産物) ○

温室効果ガス等 〇

振動

○ ○ ○環境の⾃然的構成
要素の良好な状態
の保持を旨として
調査、予測及び評
価されるべき環境
要素

⽣物の多様性の確
保及び⾃然環境の
体系的保全を旨と
して調査、予測及
び評価されるべき
環境要素

⼈と⾃然との豊か
な触れ合いの確保
を 旨 と し て 調 査、
予測及び評価され
るべき環境要素

環境への負荷の量
の程度により予測
及び評価されるべ
き環境要素

影
響
要
因
の
区
分



調査・予測の⼿法
　環境影響評価の項⽬ごとの調査 ・ 予測の⼿法の概要は、 次のとおりです。
　調査地点は、 環境影響評価の項⽬ごとに、 予測 ・ 評価するために必要な情報を適切かつ効果的に
　把握できる地点を選定します。

評価の⼿法
　 回避⼜は低減に係る評価
　　事業を⾏った場合の環境への影響について、 事業者により実⾏可能な範囲内でできる限り回避され、
  　⼜は低減されており、 必要に応じその他の⽅法により環境保全への配慮が適正になされているかどうか
  　について評価します。
　 基準⼜は⽬標との整合
　　法令等で定められている基準⼜は⽬標と、 調査及び予測の結果との間に整合が図られているかどうか
　　について評価します。

■主要な地域の歴史的⽂化的環境の状況
：既存資料を補完する必要がある場合には、現地踏査
 による⽬視

環境要素 調査の⼿法
（調査項⽬・現地調査⼿法） 予測の⼿法等

⼆酸化窒素
浮遊粒⼦状物質

粉じん等

騒⾳

振動

低周波⾳

⽔質（⽔の濁り）

⽇照阻害

動物
（重要な種及び
 注⽬すべき⽣息地）

植物
（重要な種及び群落）

⽣態系
（地域を特徴づける
 ⽣態系）

景観
（主要な眺望点及び
 景観資源並びに
 主要な眺望景観）

⼈と⾃然との
触れ合いの活動の場

（主要な⼈と⾃然との
 触れ合いの活動の場）

地域の歴史的⽂化的
特性を⽣かした
環境の状況
廃棄物等

（建設⼯事に伴う副産物）（既存資料調査を基本とする）

温室効果ガス等 （既存資料調査を基本とする）

■主要な⾃然との触れ合いの活動の場の分布、利⽤の
 状況及び利⽤環境の状況等
：写真撮影等

■主要な眺望点、景観資源及び主要な眺望景観の状況
：写真撮影等

■動植物その他の⾃然環境に係る概況及び
 地域を特徴づける⽣態系の注⽬種・群集の状況
：「動物」「植物」に同じ

■植物相及び重要な種等の状況
：個体の⽬視や採取等の⽅法等

■動物相及び重要な種等の状況
：個体や痕跡等の⽬視や鳴き声の聞き取り、
 個体の採取等の各動物に応じた⽅法等

■⼟地利⽤及び地形の状況：現地踏査による⽬視

■⽔質の状況 ( 浮遊物質量の濃度、濁度 )
：⽔質汚濁に係る環境基準に規定される測定⽅法等
■⽔象の状況 ( 流量、流速 )
：⽔質調査等に規定される⽅法等

■低周波⾳の状況
：低周波⾳の測定に関するマニュアル等を参考とした
 ⽅法
■住居等の位置：現地踏査による⽬視

地域の歴史的⽂化的特性を⽣かした環境と事業実
施区域の重ね合わせにより、改変の位置及び程度
を予測

主要な⼈と⾃然との触れ合いの活動の場及び⾃然
資源と事業実施区域の重ね合わせにより、改変の
位置及びその程度、利⽤性の変化、快適性の変化
等を予測

主要な眺望点及び景観資源と事業実施区域の
重ね合わせにより改変の位置及びその程度を、
フォトモンタージュ法等により眺望景観の変化
の程度を予測

事業特性及び地域特性の情報を基に、廃棄物等の
種類ごとの概略の発⽣及び処分の状況を予測
温室効果ガス（CO2）の発⽣状況を予測

注⽬種・群集の⽣息・⽣育基盤の消失・縮⼩する
区間、移動経路が分断される区間及びその程度
を把握し、地域を特徴づける⽣態系等に及ぼす
影響の程度を科学的知⾒や類似事例を参考に予測

重要な種等の⽣育地の消失・縮⼩する区間及び
その程度を把握し、重要な種等の⽣育に及ぼす
影響を科学的知⾒や類似事例を参考に予測

重要な種等の⽣息地の消失・縮⼩する区間及び
その程度を把握し、重要な種等の⽣息に及ぼす
影響を科学的知⾒や類似事例を参考に予測

等時間の⽇影線を描いた⽇影図を作成すること
により、⾼架構造物による⽇影の程度を予測

類似事例を⽤いて推定する⽅法により⽔の濁り
の程度を予測

既存調査結果より導かれた予測式を⽤いて、
低周波⾳圧レベルを予測

事例の引⽤⼜は解析等により得られた予測式を
⽤いて、振動レベルを予測

⾳の伝搬理論に基づく予測式を⽤いて、
騒⾳レベルを予測

事例の引⽤⼜は解析により得られた経験式を⽤
いて、季節別降下ばいじん量を予測

拡散式を⽤いて、⼆酸化窒素、浮遊粒⼦状物質
の年平均値を予測

■振動の状況（振動レベル）
：振動規制法施⾏規則に規定される測定⽅法
■道路の状況 ( 交通量・⾛⾏速度等 )
：計測機器を⽤いた計測等
■地盤の状況（地盤卓越振動数等）
：⼤型⾞単独⾛⾏時の地盤振動の周波数分析等

■騒⾳の状況 ( 騒⾳レベル )
：騒⾳に係る環境基準に規定される測定⽅法等
■道路の状況 ( 交通量、⾛⾏速度等 )
：計測機器を⽤いた計測等
■沿道の状況等：現地踏査による⽬視

■⼤気質の状況 ( ⼆酸化窒素、窒素酸化物及び
 浮遊粒⼦状物質の濃度 )
：⼤気の汚染に係る環境基準に規定される測定⽅法等
■気象の状況：地上気象観測指針に⽰される観測⽅法
■道路の状況：計測機器を⽤いた計測等

⼯事の実施
道路の供⽤

影響要因

⼯事の実施
道路の供⽤

⼯事の実施
道路の供⽤

道路の供⽤

⼯事の実施

道路の存在

⼯事の実施
道路の存在

⼯事の実施
道路の存在

⼯事の実施
道路の存在

道路の存在

道路の存在

⼯事の実施
道路の存在

⼯事の実施

⼯事の実施



＜意⾒書の記載例＞
令和3年●⽉●⽇

名岐道路(⼀宮〜⼀宮⽊曽川)の⽅法書に関する意⾒書

住 所  〇〇市〇〇
ふりがな  
⽒ 名  〇〇 〇〇

表題の件について意⾒書を提出します。

愛知県
 代表者 愛知県知事 殿

・〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
・〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

愛知県都市整備局都市基盤部都市計画課
〒460-8501  愛知県名古屋市中区三の丸3-1-2
TEL 052-961-2111(代表)　052-954-6515(ダイヤルイン）
ホームページ︓https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toshi/

〇〇 〇〇

※意⾒書は意⾒の理由を含めて⽇本語で記載してください。
・⽅法書についての環境保全の⾒地からの意⾒

・⽇付、意⾒書を提出する⽅法書の名称(右記載例参照)
・住所、⽒名、及び意⾒

・愛知県知事宛てであること
   記載が必要な事項︓

   その他︓
　　様式、その他詳細は県都市計画課のホームページで
   ご確認ください。

　 提出期限︓令和 3年 3⽉ 26⽇(⾦) 必着
　（〒460-8501　住所不要）

   提 出 先︓愛知県都市整備局都市基盤部都市計画課

 ⽅法書について、 環境保全の⾒地から意⾒書を
　 提出することができます。 　

「意⾒書」の提出について

「環境影響評価⽅法書」の縦覧について
 縦覧期間︓令和 3 年 2 ⽉12⽇( ⾦ ) 〜 3 ⽉12⽇( ⾦ ) [ ⼟曜 ・ ⽇曜及び祝⽇を除く ]
　 縦覧場所︓愛知県都市整備局都市基盤部都市計画課 ( 午前 8 時 45 分〜午後 5 時 30 分 )
                  ⼀宮市まちづくり部都市計画課（午前 8 時 30 分〜午後 5 時 15 分）
　 インターネットによる公表︓県都市計画課ホームページ　https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toshi/
　　　　　　　　　　　[ ホームページ上では縦覧期間中の⼟曜 ・ ⽇曜及び祝⽇を含み、 終⽇縦覧可能です ]

　

都市計画⼿続き 及び 環境影響評価⼿続きの流れ




